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健康増進法に基づく対応状況について 

(1)「喫煙可能室設置施設届出書」受理に関する状況（既存特定飲食提供施設） 

届出受理状況   （R７.12 月末時点）                 

・受理件数（大津市除く）： 574 件。大津市：288 件（件数のみ情報提供） 

・受理施設に対して、①受理通知書、②遵守事項にかかる資料、③標識モデル 

（滋賀県バージョン）を送付。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出受理件数 

大津市 288 

彦根市 68 

長浜市 74 

近江八幡市 59 

草津市 84 

守山市 36 

栗東市 35 

甲賀市 30 

野洲市 27 

湖南市 36 

高島市 32 

東近江市 67 

米原市 5 

蒲生郡 10 

愛知郡 5 

犬上郡 6 

資料１-３ 

駅周辺や商店街等、飲食店が多い場所に固まって分布している。 

観光地で他府県から来る人も多い場所は、標識の掲示を徹底する等して特に注意が必要。 
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(2)令和７年度 義務違反（疑い）事案にかかる情報提供への対応 

・施設区分別、違反内容別件数について 

 令和７年４月～令和７年 12 月までの情報提供件数：18 件 

 

   ・措置状況について 

いずれの事例も、改正法の趣旨の理解を求め、法に基づく適切な対応を連絡して 

おり、指導・立入検査、勧告、命令を要するケースに至っていない。 

   ・第一種施設の違反内容については、施設利用者による喫煙が多く、管理権原者が敷地内

禁煙を呼びかけても状況が変わらないという現状がある。 

   ・第二種施設については、管理権原者の法律についての理解が不十分なことがあり、引き

続き周知啓発が必要である。 

駅周辺や商店街等、飲食店が多い場所に固まって分布している。 

観光地で他府県から来る人も多い場所は、標識の掲示を徹底する等して特に注意が必要。 


